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第１回太田市学校適正規模及び適正配置審議会 議事録

日時 令和４年７月２８日（木） １０時～１１時３０分

場所 尾島庁舎４階 大会議室

木村 淳一 武井 英伸

八木 俊昌 奥山 隆

柴宮 佑介

柳 和佳

委員 橋本 洋一郎 欠席委員

天田 有紀

中根 直美

中村 一夫

出席者

恩田教育長

教育部 楢原部長

〃 長谷川副部長

事務局 〃 関口副部長

学校教育課 栗原指導参事

〃 青木課長補佐

〃 中島主任

八木 俊昌 委員

議事録署名委員

柴宮 佑介 委員
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１ 開会

２ 委嘱状交付

・恩田教育長から委員８名へ委嘱状が渡される。

３ 教育長挨拶

４ 自己紹介

・委員と事務局の自己紹介。

５ 会長及び副会長選出

・委員の互選により、木村委員を会長に選出。

・委員から副会長の推薦が出ず、事務局より八木委員を副会長に推薦。承認される。

６ 諮問

・傍聴人がいないことを確認。

・委員１０名の過半数となる８名の出席により、審議会が成立することを確認。

・恩田教育長から木村会長へ諮問書が渡される。

・恩田教育長が他の公務のため退席。

・事務局から委員へ諮問の写しを配布。

７ 議題

発言者 審議内容

事務局 それでは、太田市学校適正規模及び適正配置審議会条例第６条第１項によ

り、審議会の会議は、会長が招集し、その議長となると規定されていますの

で、木村会長の進行により、これ以降お願いいたします。よろしくお願いい

たします。

会長 それでは、規定により議長を務めさせていただきます。

議事に入る前に議事録署名人を決める必要があります。審議会の運営要綱

には、議事録を作成し、会長が指名する出席委員二名が署名するとあります。

これは毎回必要になる方ですので、私の方で機械的に推薦させていただけた

らと思います。八木委員と、名簿の次の二人の方が欠席ということですので、

柴宮委員、今日はこのお二方にお願いできたらと思いますが、お願いできま

すでしょうか。

（八木委員、柴宮委員承諾）
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ありがとうございます。これから議事に移りたいと思います。事務局にお

伺いしますが、この審議会の名前が長いのですけれど、少し省略して適正化

審議会としてもよろしいでしょうか。

（事務局承諾）

適正化審議会が必要となった背景、国の動向、それから太田市の状況等を

説明いただいて、まず私たちが現状をしっかり把握することが大切だと思い

ます。ということで、最初に審議会の概要、審議の進め方について、事務局

より説明をお願いします。

事務局 それでは、事務局より当審議会の概要につきましてご説明いたします。少

子高齢化が急速に進展した結果、国でいくと２００８年をピークに総人口が

減少に転じています。太田市はその後も増加していましたが、２０２０年を

ピークに減少に転じております。これに伴って、小学校の児童数、中学校の

生徒数、こちらも減少しております。太田市の児童生徒数の減少は徐々では

ありますが、太田市教育委員会では質の高い教育を維持継続するため、早い

段階で対策を検討する必要があると考えまして、太田市学校規模適正化基本

方針の策定を検討しております。この適正化基本方針の策定にあたって、ど

の程度の学校の規模が必要になるか、この規模を実現するためにはどのよう

な方法があるのか、また、その際の留意点は何か等、この審議会の中でご意

見をいただき、取りまとめて、教育委員会に答申をしていただきたいという

ものでございます。

この審議会は１０名の委員にお願いをしております。学識経験者や校長先

生という教育の専門知識を有する方だけではなく、小中学校の児童生徒の保

護者の方や、地域と学校の関わりの窓口となる機会が多い区長さん、今後小

学校に入学する、幼稚園や保育園の保護者の方や育成会の方など、それぞれ

の立場から意見をいただきたいと考えております。なお、審議会は今回を含

めて５回程度を予定しておりますが、審議会の進み具合によって開催回数が

変更となる場合も考えられますので、ご了承いただければと思います。第１

回目の本日は、学校適正化の背景、国が示す適正規模や適正配置の考え方、

太田市の現状と将来の予想について説明し、次回からご審議いただきたいと

考えております。

会長 先ほど教育長から諮問をいただきました。少子化による児童生徒の、幼児

もそうですが、減少が予想される中で、質の高い教育を維持継続するために

はどんな学校規模が望ましいのか。そういったことを諮問するということで

した。その具体的なことにつきましては、次回以降、皆様と審議していって、

最終的には答申という形で教育委員会にお返しするということであります。
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そのためにも、適正化に向けたその背景、国が示す適正規模、適正配置の考

え方、この辺りが難しいところだと思いますけども、そして、一番大事な太

田市の現状、将来の予想を含めまして、具体的な状況等について資料を基に

事務局からご説明をお願いします。

事務局 はい。本日お配りしました資料の中に、資料という形でプリントをまとめ

たものがあるかと思います。こちらをご覧いただければと思います。上から

順番に説明をさせていただきます。

まず最初に資料１をご覧ください。本市における適正化検討の背景でござ

いますが、一番上に書いてあるように、児童生徒によりよい教育環境を整備

し、質の高い教育を維持継続する必要があるからでございます。児童生徒が

学校という集団の中で、多様な考えに触れて、認め合い、協力し合い、切磋

琢磨すること。これらを通じて資質や能力を伸ばしていくためには、やはり

一定の集団規模が必要になって参ります。しかしながら、少子化による児童

生徒数の減少により学校規模が縮小して、クラス替えができない、教員数が

少なくなるなどの影響が出てくる可能性がございます。これらを防ぐために、

通学区域の変更や学校の統合・新設について、関係者や関係機関と協議が必

要となりますが、これらは長期間に及ぶものでございます。教育環境の悪化

が生じてから検討に入るようでは、準備が手遅れになる可能性があります。

ですので、計画的に適正化の検討や実施ができるよう、見通しを持って準備

をすることが重要となって参ります。ここまでが太田市における適正化検討

の背景でございます。

次に、２枚目、資料２をご覧ください。適正規模の考え方でございます。

こちらに国が示す適正規模の考え方が示されております。マルが一つ二つ三

つあるんですけれども、基準が三つほどございます。まず一つ目のマル。こ

ちらは学校教育法施行規則で、小、中、義務教育学校の学級数の標準が示さ

れています。第４１条ですと、小学校の学級数は、１２学級以上１８学級以

下を標準とする。第７９条には、第４１条、こちらは今小学校のお話をしま

したが、こちらの規定は、中学校に準用するということですので、中学校に

ついても同様に、１２学級から１８学級以下を標準とするということでござ

います。そして第７９条の３に、義務教育学校の学級数は１８学級以上２７

学級以下を標準とする、とございます。また、米印（※）のところにありま

すが、留意点として、地域の実態その他により特別の事情があるときはこの

限りではない、ともございます。ここで義務教育学校とありますが、こちら

は小学校から中学校までの義務教育を一貫して行う９年制の学校です。太田

市では、太田東小学校、韮川西小学校、北中学校の３校が統合し、北の杜学

園が令和３年４月に開校しております。

続きまして二つ目のマルになります。こちらは適正な規模の条件と下線に
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ありますが、今説明したものと同じ学級数でございます。ですので、小学校

と中学校が１２から１８学級、義務教育学校が１８から２７学級というもの

でございます。

最後、三つ目のマルですが、こちらは公立小学校、中学校の適正規模適正

配置等に関する手引きというものでございます。こちらですと、小学校につ

きましては、複式学級を解消するには少なくとも１学年１学級以上、学校と

しては６学級以上であることが必要としてます。ここに複式学級という言葉

が出てきましたが、こちらについて説明いたします。児童または生徒数が少

ないために、一つの学年の児童または生徒だけでは学級が編制できない場合

に、二つ以上の学年で構成される学級のことです。異なる学年が同じ教室で

授業を受けるため、一方の学年が先生から直接指導を受けているときは、も

う一方の学年は子供たちだけで課題学習をするということになってしまいま

す。このような状態を解消するためには、少なくとも１学年１学級以上が必

要となって参ります。また、もう一つ基準がありまして、全学年でクラス替

えを可能とする１学年２学級以上、学校としては１２学級以上が望ましいと

書かれております。続いて中学校ですけれども、まず一つ目が、全学年でク

ラス替えを可能とする１学年２学級以上、学校としては６学級以上が必要と

しています。二つ目が、免許外指導をなくしてすべての授業で教科担任によ

る学習指導を行うには、少なくとも９学級以上を確保することが望ましいと

書かれております。

このように、小学校中学校は１２から１８学級という基準だけではなく、

小学校は６学級以上、中学校は６学級や９学級以上という別の基準も設けら

れております。なお、注釈として、学級数と合わせて、学級における児童生

徒数や学校全体の児童生徒数、こちらも考慮する必要があるとしています。

ここまでが法令上の適正規模の考え方になります。今説明いたしましたが、

これをまとめたものがありますので、また後ほど説明させていただきます。

続きまして、資料３をご覧ください。ただ今学級数について説明いたしま

したが、１学級当たりの児童生徒数につきまして、こちらに書かれておりま

す。群馬県では、小学校の１、２年生は３０人学級、小学校３年生以上、中

学校の３年生までは３５人学級としております。用紙中ほどの例と書いてあ

るところなんですけれども、小学校１年生の児童数が３０人なら３０人の１

クラスであります。児童数が３１人の場合は、１６人のクラスと１５人のク

ラスの合計２クラスとなります。このように、１人増減しただけで学級数が

変わってしまうということもありますので、学級数だけでなく、児童生徒数

についても考慮する必要があるということでございます。また、例えば３年

生が８人、４年生が６人の場合、児童数の合計が１４人でありますので、複

式学級の基準である１６人以下ということから、３年生と４年生が同じ教室

で一緒に授業を受けることになります。先ほど説明しましたように、３年生

が先生から直接指導を受けるときは、４年生は課題を進めるといった、複式
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学級ということになるということでございます。ここまでが１学級当たりの

児童生徒数の説明になります。

続きまして、資料４をご覧ください。今までが適正規模についての考え方

でしたが、もう一つの適正配置の考えにつきましてこちらにあります。適正

配置という言葉なんですけども、実際には通学距離と通学時間、こちらを指

標としております。国の適正配置の考え方では、通学距離が小学校では概ね

４キロ、中学校及び義務教育学校では概ね６キロ以内としています。また、

通学時間では、概ね１時間以内を一応の目安とした上で、地域の実情や児童

生徒の実態に応じて、１時間以上や１時間以下に設定することが適当である、

としています。用紙の下にある、地区別学校数ですが、地区ごとの学校の数

となっております。ここまでが通学距離や通学時間に係る国の適正配置の考

え方の説明になります。

続きまして、資料５をご覧ください。ここからは太田市の現状の説明にな

ります。太田市の人口についてですが、グラフの折れ線が太田市の人口にな

ります。２０２０年頃をピークに減少が始まっております。棒の部分は１４

歳までの年少人口でございまして、２０１０年頃から減少しております。下

の図は、太田市の人口ピラミッドの１５歳から下のところだけを切り取った

ものでございます。見ていただくとわかりますように、下すぼまりになって

おりまして、減少傾向であるということがわかります。ここまでが太田市の

人口の説明になります。

続きまして、資料６をご覧ください。今度は、太田市の児童生徒数の推移

につきまして説明いたします。児童生徒数のピークは、２０１５年でありま

して、これから令和１０年、２０２８年を比較しますと、ピーク時から３，

０００人以上減少する予想となっております。上のグラフは、児童生徒数の

推移でございます。丸で書いてあるのが小学校の児童数、四角で表現されて

いるのは中学校の生徒数でございます。やはり減少傾向にあることが読み取

れるかと思います。下のグラフなんですけれども、こちらは児童生徒数の平

均になります。一つの学校に何人ぐらい子どもがいるのかということになり

ます。いずれのグラフも減少傾向となっております。ここまでが太田市の児

童生徒数の推移になります。

続きまして、資料７の①「本市の学校規模の現状と将来予測（小学校）」、

こちらをご覧ください。上にあるのが令和４年度の現状、下にあるのが令和

１０年度の想定になっております。こちらですけれども、令和４年度ですと、

今０歳児の子の数を調べれば、令和１０年度にどれぐらいの子供が学校に入

るだろうということがわかりますので、想定という形で数字を上げさせてい

ただいております。網掛けの部分が、先ほど説明いたしました国の基準、幾
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つかあるんですけども、その中で１２から１８学級までを標準とするという

もので分けてあって、１１学級から下は標準を下回る、１９学級以上は標準

を上回るというように示したものでございます。例えば、世良田が１８５と

書いてありますが、上が学校名、下が児童数です。ですので、令和４年度は、

世良田小は１８５人の児童がいて、その下の８と書いてあるのが、クラスの

数、学級数です。国の適正規模の考え方では、１２から１８学級が標準にな

っているということから、この場合ですと、標準を下回るということになっ

ております。同じように、令和１０年度の世良田小を見ますと、１７７人で

８クラスですので、学級数について変化はなく、子供の数が少し減るという

形になっております。裏面は中学校についてでありまして、小学校と同様に、

国の適正規模の考え方と現状を示すものになっております。また、このペー

ジの下の方にある部分なんですけれども、これは全国と群馬県、太田市の比

較という形になっております。学級の数に応じて学校はどれくらいの割合が

あるのかということでございます。ここまでが太田市の学校規模の現状と将

来の予測になります。

最後になりますが、資料４に戻っていただきます。適正配置の話になりま

す。国の基準は、小学校にあっては概ね４キロ、中学校と義務教育学校にあ

っては概ね６キロ以内ということでございます。こちらなんですけれども、

図に示したものが、資料８になっております。資料８の①が、本市の小学校

の通学区域の通学距離の図でございます。道路ですので、全くもって直線で

測るというわけにはいかないので、仮想という形になっているのですけれど

も、１キロを移動するのに１．２キロかかるというようなものがございまし

たので、そちらで図を作りました。真ん中に点があるところが学校があると

ころです。そこから同心円状に距離が書かれております。太田市の場合は、

小学校や義務教育学校の前期課程、要は１年生から６年生までにつきまして

は、通学距離が２．５キロ以上の場合はスクールバスを利用できるとしてお

りまして、現在１３校でバスの運行を行っております。ですので、国の基準

では４キロですけれども、太田市では２．５キロ以上歩く子供はいないとい

うような形になっております。また、中学校と義務教育学校の後期課程７年

生８年生９年生につきましては、自転車での通学を認めております。裏側（資

料８の②）が中学校となります。色が濃いところが距離が遠いところという

ことになりますので、小学校と中学校を見比べていただくと、小学校のほう

が色が濃いところが少ないというような形になっております。ここまでが太

田市の学校配置の説明となります。

会長 今事務局から、適正化の背景、目的、国が示す標準や望ましい考え方、そ

して太田市の現状と将来想定等について説明をいただきました。説明では、

国が示す標準から大きくかけ離れているわけではありませんが、児童生徒数

は減少する傾向ということでした。たくさんの資料があって全部を読み取り
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理解するのは大変ですが、この資料が私たちにとって検討を進める上で基本

になります。これからどんなことでも結構ですが、不明な点がありましたら

ご発言ください。

委員 スクールバスは２．５キロ以上の場所に出るというお話があったのですけ

れども、スクールバスを使う場合は、この適正配置の考え方の４キロとか６

キロとかとは全く関係ない数字になるのでしょうか。それとも、スクールバ

スを使おうが使うまいが、４キロ６キロという数字は変わらないのでしょう

か。

事務局 国の基準ですと、スクールバスというのは想定してない数字になっており

ます。ですので、スクールバスがなければ、小学校１年生でも４キロ先から

歩かなければいけない、という可能性も考えられます。太田市の場合は、ス

クールバスを運行しており、基本的に２．５キロ以上のところはバスという

ことになりますので、これから先また説明するんですけれども、今後皆さん

に答申という形で出していただく中で、太田市としてはこういう通学の距離

が望ましいという適正な規模ですね、こちらの方を説明していただく中に、

例えば「スクールバスを活用して」というような表現で入れ込んでいただく

とかそういう形で表現していただければと考えております。

委員 スクールバスの利用の際、月額等の料金はあるのでしょうか。

事務局 無料です。

委員 １学級あたりの人数については県の基準に則っているとのことですが、こ

の人数を下げるという考えは事務局の中にあるのでしょうか。

事務局 今の基準というところでの考えで進めていきたいと考えております。どう

してもお金が関係してくることになりますので、太田市だけ１０人学級にな

るとか、そういうことは想定をしていませんので、今の現状というところで

話を進められるといいかなと思います。

委員 義務教育学校についてですが、太田市が群馬県で最初ですよね。私たちも

先進的なことが始まるなと思いました。この審議会で見学とかはできるので

しょうか。

事務局 場合により、この審議会で北の杜学園に行って見てみるというのも、非常

に勉強になるかなと思います。

委員 是非必要だと思います。（北の杜学園の開校が）令和３年度からだったか
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ら、もう１年ちょっと経ってるわけですよね。いいところとか、まあそうじ

ゃないとかいろいろあるかと思います。そんなことを聞けたらいいかなと思

います。

群馬県で他に導入するところはあるのでしょうか。全国的にはどういう傾

向なんでしょうか。北中学校区で義務教育学校ができた背景はどういったも

のでしょうか。

事務局 北の杜学園に関する資料というのは今回ございませんので、次回の時に分

かりやすい資料を提示し、時間が許せば北の杜学園に行って見てみるという

のもいいかなと思います。

群馬県については、北の杜学園が１校目ということです。今年、令和４年

になりましたところで、桐生市の黒保根学園、みどり市のあずま小中学校の

２校がスタートしています。今後、南牧村や川場村、そういったところでで

きるということを聞いております。ちょっと今は正確な情報がお伝えできま

せんので、次回にはご用意したいと思います。

会長 太田市として、義務教育学校を新たに作っていくというような構想等は現

時点であるのでしょうか。

事務局 まず審議会の方で方向性を示していただいた上で、義務教育学校がいいの

か、小学校の統合がいいのか、または中学校の統合がいいのか、そういうと

ころをこの審議会を踏まえた上で検討というようになるかなと思います。

会長 義務教育学校も含めてということで、そのもとになるというか、小中学校

の適正化ということが、第一の課題になるんでしょうかね。その中で義務教

育学校化するということになるかもしれない。その理解でよろしいですか。

事務局 選択肢の一つということでの義務教育学校ということかなと思います。義

務教育学校をつくるために、この審議会があるということではございません。

委員 地区の人などに、今度は自分の方なのかという意見を持つ方がおられます。

だから、どうになればそのようになるのか。住民の考えをどこに言ったらい

いのかというのもあります。まずは、私たちがそれをよく見ないとわからな

いですよね、机上だけでやっているのでは。

この資料を見ると、将来的には児童生徒数が下がってきますよね。とする

と、太田市において義務教育学校が必要になるところも出てくるのかなと思

っています。

事務局 今、義務教育学校開校２年目でございます。義務教育学校の成果と課題を

見極めているところでして、当然成果がたくさん上がっております。そのこ
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とについても、次回資料でお示しをさせていただきたいと考えております。

それで、当然、義務教育学校は一つの選択肢に過ぎなくてですね、この審議

会の結果を受けて、そのあとで適正規模に外れるところ、例えば１２学級か

らということがあったら、１１学級より下の検討が必要になるわけです。そ

うすると、その地区ごとに地区委員会というものを設けて話をしていく。地

区だけではなくて、当然教育委員会が関わっていくわけですが。そういう話

になっていきます。

その話の中で大きく三つ手法がございまして、存続、統合、分割というも

のがございます。存続というのは、少ないけれどもそれを見守っていく。統

合したりそういうことではなくて、標準を下回るけれどもそのまま推移を見

守っていく。それが存続という手法です。それから、統合というものの中に

一つ、義務教育学校というのがあります。小学校と中学校を統合して義務教

育学校化する。他に、近隣の小学校同士を統合する、中学校同士を統合する。

こういう選択肢もございます。それから、分割というのは、今ある学校の通

学区域を変更して、例えば、こちらの学校が少ないから、多い学校から通学

区域を分割してこっちの少ない学校に当てはめてというものです。そういう

様々な手法がある中の一つが義務教育学校ということでございます。ですか

ら、今回この会で審議をしていただいて、何学級から何学級が太田市の現状

としての適正規模だよというのを決めていただくわけですが、それに外れる

ところの審議を地域ごとにしていくわけです。

委員 適正なところは審議しないのですか。

事務局 子供たちにとって環境の変化というのはとても大きなことだと思います。

ですから、やはり子供たちのこと、そして保護者の皆様、地域の皆様のこと

を第一に考えて進めなければいけないと考えております。今回基準を決めて

いただくわけですが、適正規模というところは、やはりいろんな意味で適正

です。なので、そこは今まで通りの質の高い、一番子供たちにとっていい適

正な規模の確保を継続していく。この決めた基準を下回るところは、子供た

ちにとって、また教職員にとって地域保護者にとって、少し規模が小さい。

ですから、どうすればその子供たちにとって、地域にとってよりいいのかっ

ていうの話し合って、色々な手法の中から一番いい状態を考えていく。その

地域に全部任せるのではなくて、先ほど申し上げたとおり、教育委員会も関

わっていきたいと考えております。

委員 先ほどお話いただいて、子供たちのことを考えた教育の質というところで

話し合って欲しいということなんですけれども、そもそも太田市は山とか川

とかで分かれておらず、山を三つ越えなければいけないとかそういう地区で

はないところで、これだけの学校の波が出てくるということは、子供たちの
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環境でこれを処理するのではなく、ここではそれを考えなければならないん

ですけど、抜本的に各学校各地区が同じような軒数、家が建つような、そう

いった方向を考えていただかないと、結局は子供たちが負担をして、子供た

ちが最後責任を取るというような形に見えてしまうので、是非そういったと

ころを合わせて、こちらから出す意見の中には入れて欲しいと思います。

委員 そうすると、まちづくりになってしまいますよね。この審議会で、まちづ

くりまではちょっと難しいと思います。ですから、現状ある学校の適正化を

していかないと。

事務局 今、委員さんのおっしゃるとおり、居住地域の話ですとか開発の話になっ

てきますと、これはまちづくりの話になりまして、教育関係だけの話ではな

くなってきてしまいます。この審議会とすると、現状は現状として捉えても

らって、今ある形で不都合があるところをどうやって直していこうかという

ことを検討していただきたいというものなんですね。ですから、こちらの方

は開発するにはこうだとかどうだとかという話は置いといていただいて、現

状大きな学校がある一方で、将来的に（人数が）少なくなる学校がある。少

なくなってしまうような学校については、今後そこに通う子供たちにどうや

って安定的に良質な教育を与えていくかという方法を考えていきたいという

のが審議会の論点です。また、太田市は義務教育学校というものを作ってお

りまして、これはもう実績として出始めております。義務教育学校を立ち上

げるとしたらどういう形があるでしょうか。あとはですね、地域的にかなり

大きな学校があります。大きな学校は大きな学校で課題があります。大きな

学校は小さな学校とは別に、どのように教育環境を良くしていくか、これに

ついても検討していただきたいなと思います。

会長 色々なご意見ありがとうございます。人口減ということで、大きく捉える

と、様々な部署での課題が出てくることが想定されますが、私たちは学校に

ついて、学校の規模をメインに方向を見出していくという、そういう役割と

いうことで捉えるのでよろしいんでしょうかね。

委員、そのあたりいかがですか。

委員 もちろん、この枠で話をするっていうのは分かりますし、そういった方向

でないと話が進まないと思うのですけれども、この先を見た場合に、ここで

決定を出すという話ではないかと思いましたので。ここで出たものが教育委

員会の方に行って、それが太田市の方に流れて行くと思います。その中で、

ここで出た話というのが議事録等に残ると思いますので、そういったところ

も、気持ちとして残してもらえればということで発言させていただきました。

会長 とても大切なお考えなので、しっかりと受け止めていただきたいと思いま
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す。それでは、他の観点で何かございますでしょうか。

委員 今の話を聞いて感じたこととして、適正配置とか適正規模を考える審議会

ですから、その先に外れたところが云々という中で、統合や分離だとか、義

務教育学校化だとかっていう選択肢が出てくる。それを知っておくことはと

ても大事だと。ただ、それはこの審議会でどこまで踏み込むのか、そのやり

方とかを決めるのではないわけですよね。あくまで我々は適正規模とか適正

配置はどうかというのを審議するのかなと自分は思っていたので、その先ど

こまで踏み込む、義務教育学校云々っていう話も、どこまでそれをこの審議

会が踏み込んで話題にしていくのかっていうのは、ちょっと自分は今、混乱

してる部分があるので、その辺を今後整理していくほうがいいのかな。どこ

かで線を引かないと、本当にまちづくりじゃないけど、どんどん話が広がっ

ていってしまうので、この審議会で審議すべきところをもう少し絞っていく

必要があるんじゃないかなと感じました。

会長 ありがとうございます。そうしますと、事務局さん、この後もう一つ説明

いただくところに関わってきますか。

事務局 はい。この審議会のゴールというか、そこが何かというところは、この後

説明します答申例、ここのところが一つのゴールになるかなと思います。こ

れについて、事務局より説明させていただければと思います。

会長 こちらに移りますがよろしいでしょうか。はい、ではお願いします。

事務局 それでは皆さんにお配りしました資料で、Ａ３で折りたたんであるもの、

こちらをお開きください。これが今話が出てました、ゴールとなるものとい

う形でまとめたものです。諮問させていただいた内容を答申してくださいと

言っても、何をどう回答していいか分からないかなと思いまして、事務局の

方で、このような形で出していただければということで、フォーマットなん

ですけども、案だけを作らせていただきました。網掛けになっている部分に

例えば学級数や距離を入れたり、そのためにはどのようなことを検討したら

いいのかといったものを入れたりして、まとめられるような形にさせていた

だきました。

こちらなんですけれども、用紙の左側と右側で分かれております。右側に

つきまして、先ほど私が説明させていただきました。例えば小学校だったら、

１２から１８学級だとか、６学級から上でもいいんだよというような、いく

つか国の方で基準がありましたので、そちらを右側にまとめてございます。

例えば一番上の小学校であれば、手引きの方には「少なくとも」という表現

で６学級以上、理由としては複式学級にならない。「望ましい」という表現
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で１２から１８学級、こちらの理由が全学年でクラス替えができる。そうい

うような形で理由が書かれております。中学校につきましては、基準が三つ

ありまして、「少なくとも」６学級、「望ましい」のは９学級、「学級数の標

準」という表現でいくと１２から１８学級というように、数字が三つありま

す。各々理由がありまして、６学級以上であれば、全学級でクラス替えがで

きるから。９学級あれば、全ての授業で教科担任による学習指導が行えるか

ら、というような形になっております。ですので、こちらの右側と左側を見

比べていただきながら、左側の網掛け部分を埋めていっていただきたいとい

うような作りになっております。答申していただきたい内容につきましては

二重線で囲ってあるんですけれども、学級数と通学距離の基準、そして、こ

の基準の理由。あと、適正化の方策については、適正化の方策と順序、そし

て、留意事項。こちらについてご記入をして、完成させていただいて、答申

いただきたいというところでございます。ですので、あまり踏み込んだ話と

いう形ではなくて、先ほど委員さんからもありましたが、学校の規模はどの

ようなものが望ましいのか。その望ましい規模にするためにはどのような方

策が考えられるのか。それをするにあたって、どのようなものを留意してい

けばいいのかというようなことをまとめていただきたいということでござい

ます。

右側の見方なんですけれども、細かい基準がいくつかあるんですが、その

下に注釈があります。注１については、学級数だけではなくて、児童生徒数

も考慮する必要がある。注２については、地域の実態やその他により特別の

事情があるときは、この限りではないというような例外が書かれているとい

うことでございます。適正配置につきましても、国では概ね４キロ（小学校）、

概ね６キロ（中学校）、概ね１時間以内という形になっておりますが、太田

市の現状はこのような感じですというように下に書かれております。ですの

で、こちらを見ていただいて、皆様からご審議いただいて、左側を埋めてい

ただくというようなイメージとなっております。

会長 答申例という資料について説明をいただきました。この資料についてのご

質問等承りたいと思います。

会長 私からいいですか。右と左とを比べてるところですけど。今現時点は、さ

っきの最初の資料にあったように、太田市さんの規約ていうのがあるわけで

すよね。

事務局 国の基準に則っています。

会長 そうすると、国の法律を基本に則っている状態であると。今後は、注１、

注２にあるようなことも含めた、少し柔軟な考え方も受けとめていきたいと
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いうそういう意向があるんでしょうか。

事務局 現時点でも１２学級以下とかそういうところもあるわけですし、太田市の

基準というのはなかったわけなので、国の基準に準じてやっていたものです

が、やはり太田市としてもう少し踏み込んで考えていくというところにこの

基準づくりというのがあり、なおかつ、注１、注２にあるような内容という

ところもしっかりと含めていかないといけないかなと考えております。

会長 通学距離も含めて考えていくというのが難しいところなんでしょうかね。

皆さん、答申例をご覧いただいてると思いますが、網掛け部分の基準等を

皆さんで検討して入れていくという、そういう要望だそうです。そのことに

ついて、何かあったらお願いします。

事務局 今示させていただいた答申例なんですけれども、あくまでも例として作っ

たものでございます。ですので、例えば１、２とありますけども、３をつけ

てはいけないということではございません。ですので、例えば留意事項のと

ころを膨らましていただく、もしくは１項目増やすということもできないわ

けではありません。そうしていただいて構わないと思いますので、今後議論

をしていただく中で、これについては是非とも入れ込んでいきたいというよ

うな意見でまとまるようであれば、入れていただければと考えております。

あくまでもこれは事務局が作った、やりやすいようにという形になりますの

で、決定事項ではございませんのでご承知おきください。

会長 これで資料等の説明は終了ですね。何かご意見、ご質問等ありましたら承

ります。

（意見なし）

それでは、今日、かなり膨大な資料を受け取りましたので、次回までにお

目通しをいただいて、基本は網掛け部分を探っていくということになるかと

思います。次回に向けて、委員の方々にその作業をお願いできればありがた

いなと思っております。ということで、こちらを締めて終わりにしてよろし

いでしょうか。

（異議なし）

８ その他

・第２回審議会の開催日時について協議。
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９ 閉会


